
　10月から新たに対象となる企業等

は、1年のうち6カ月以上、厚生年金保

険の被保険者の総数が51人以上と

なることが見込まれる企業等となりま

す。当該企業等を「特定適用事業所」

といいますが、従業員数が51人以上

の企業等ではなく、厚生年金の被保

険者数※が51人以上である企業等が

対象となります（図表1）。

　まず、社会保険の被保険者につい

て確認します。適用事業所に使用され

る法人役員、正社員・フルタイム勤務

者等は「一般被保険者」となります。ま

た、パート・アルバイト等の短時間勤

務者のうち、1週間の所定労働時間

数および1カ月の所定労働日数が同

一事業所のフルタイム勤務者の4分

の3以上（以下「4分の3基準」）である

方についても被保険者となります。

　適用拡大により、新たに社会保険の

加入対象となるのは、パート・アルバイ

ト等の短時間勤務者のうち、4分の3

基準を満たさず、次の全ての要件（4要

件）を満たす方となり、これに該当する

方を「短時間労働者」といいます。

①週の所定労働時間が20時間以上
であること

②所定内賃金が月額8.8万円以上で
あること
③２カ月を超えて雇用される見込み
があること
④学生でないこと
　要件①の週の所定労働時間とは、

雇用契約上の労働時間であり、臨時

に行った時間外・休日労働等は含み

ません。なお、1カ月80時間、1年160

日（1日6時間、年960時間）など、契約

上1週間の所定労働時間が特定され

ない場合は、1カ月を12分の52週

（4.33週）で除して、または1年を52

週で除すことで1週間の所定労働時

間を算出します。

　要件②の所定内賃金とは、基本給

や諸手当を指し、所定外賃金である

残業代、賞与等の臨時的な賃金、お

よび最低賃金額計算にて除外される

賃金（精皆勤手当、通勤手当、家族手

当）は含みません。

　また、最初の雇用契約期間が2カ月

以内であっても、その雇用契約が「更

新される旨」または「更新される場合

がある旨」が明示されている場合に

は、要件③に該当するものとなります。

　要件④について、休学中の学生、定

時制・通信制の学生については、①～

③の要件を満たした場合、短時間労

働者となります。なお、昼間学生であっ

ても4分の3基準を満たす場合には、

一般被保険者となります（図表２）。

　70歳未満で老齢厚生年金を受給

している方を雇用した場合でも、前述

した加入要件（4要件）を満たしている

方については、短時間労働者（被保

険者）となります。その場合、在職老齢

年金制度が適用され年金の一部また

は全部が支給停止になる場合があり

ます。

　兼業や副業により、同時に2カ所以

上の適用事業所で被保険者要件を満

たした場合、全ての事業所において被

保険者資格を取得する必要がありま

す。その場合、各事業所で受ける報酬

月額を合算した額により標準報酬月

額を決定しますが、そのためには、被

保険者自身が、いずれか１つを主たる

事業所として選択し、当該事業所を管

轄する年金事務所等に対し、「被保険

者所属選択・二以上事業所勤務届」

を提出しなければなりません。

　適用拡大の実施に伴い、新たに被

保険者資格を取得する短時間労働

者がいる場合は、各企業

が資格取得届を年金事

務所に届け出る必要が

ありますが、要件に該当

するか否かは今後の働

き方を含め、労使協議の

うえ決定するものとなり

ます。

　要件①の所定労働時

間について、雇用契約上

週20時間未満であって

も、業務等の都合により

恒常的に実際の労働時間が週20時

間以上となった場合に、被保険者と

なることがあります。具体的には、連続

する2カ月において週20時間以上と

なり、引き続き同様の状態が続いてい

る、または続くことが見込まれる場合

であり、実際の労働時間が週20時間

以上となった最初の月から3カ月目の

初日に被保険者資格を取得します。

　要件②の所定内賃金の月額8.8万

円についても、連続する2カ月におい

て実際の賃金が8.8万円以上となり、

引き続き同様の状態が続いている、ま

たは続くことが見込まれる場合には、

実際の賃金が月額8.8万円以上と

なった最初の月から3カ月目の初日に

被保険者の資格を取得します。なお、

この場合の所定内賃金が月額8.8万

円以上なのかの判定においては、名

目上時間外労働に対して支払われる

賃金を含めて判定しますので、ご注意

ください。

　年金事務所の調査が入った際、過

去の勤務実態に基づいて、遡及加入

を命じられることがありますので、雇

用契約書上加入要件を満たしていな

いからといって安心することなく、定

期的に（少なくとも年1回）勤務状況を

みて、短時間労働者に該当するか否

かをご確認ください。
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　厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者
は、社会保険の加入対象となっていますが、令和6年10月からは、「厚生年金
保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く、週20時間以上の短時間労
働者」が社会保険の加入対象となります。

　令和6年10月より、51人以上の企業では社会保険の適用対象者が拡大され
ると聞きました。加入基準や実務上の留意点について教えてください。
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※厚生年金の被保険者とは、適用事業所に勤務する70
歳未満の「フルタイム勤務者」および「1週間の所定労
働時間数および１カ月の所定労働日数がフルタイム
の4分の3以上の勤務者」をいいます。よって、70歳以
上で健康保険のみ加入している方は含みません。

図表1：社会保険適用拡大のイメージ
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社会保険労務士法人
大野事務所代表社員

（特定社会保険労務士）
野田 好伸

大学卒業後、社労士法人ユアサイドに入所し社労士
としての基本を身に付ける。その後6年の勤務を経
て、2004年4月に大野事務所に入所する。現在は代
表社員として事務所運営を担いながら、人事労務相
談、人事制度設計コンサルティングおよびIPO支援
を中心とした労務診断（労務デュー・デリジェンス）
に従事する。
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年金受給者を雇用した場合

兼業・副業している方の取扱い

加入判断の留意点

図表2：社会保険の加入基準
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